交付申請書（様式第１号）及び事業計画書（別紙１）の記入の仕方

女性・若者応援！起業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書
（ビジネスプランコンテスト開催事業）

はじめに
様式は、WordとExcelの２つがあります。どちらを使われても構いません。様式のスペースで不足する場合は、適宜広げてください。複数のページになっても構いませんが、様式の体裁とＡ４サイズは維持してください。また、他のソフトウエアを使って、独自に作成される場合も、様式の体裁にそってA４サイズで作成してください。
事業計画書では、イラストや画像、表、フロー図、グラフなどの活用も自由です。

様式第１号（第１０条関係）　補助金交付申請書（ビジネスプランコンテスト開催事業）
　この様式第１号（第１０条関係）の申請書は、女性又は３５歳未満の方が、ビジネスプランコンテスト開催事業に応募される場合の申請書です。地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援事業（性別・年齢による制限なし）に応募される方は、様式第２号（第１０条関係）女性・若者応援！起業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書（地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援事業）を使ってください。
女性又は３５歳未満の方で、ビジネスプランコンテスト開催事業と地域魅力度アップに
よる女性・若者の県内定着応援事業の両方に応募される場合は、それぞれの申請書を提出
する必要があります。

右上の日付
・申請書を提出する募集期間内の年月日を記入してください。

　〈申請者〉
・事業所所在地が未定の場合でも、「〇〇市町村を予定」、あるいは「未定」と記入してください。
・事業者名は、法人であれば「法人名」、個人事業主であれば「屋号」を記入してください。法人名や屋号が未定の場合でも、仮称「〇〇〇」、あるいは「未定」と記入してください。
・代表者は、個人事業主の場合は、氏名だけを記入してください。職名は不要です。

１　連絡先
　　・FAX番号※２は、FAXがない場合は記入の必要はありません。
　　・メールアドレスは、必ず記入をお願いします。
　　・交付決定通知等の書類の送付先※３は、郵便物等が確実に届く、ご自宅等の所在地を記入してください。上記の事業所所在地と同じ場合は記入不要です。
　 ２　事業実施期間
　   ・事業完了予定日は、補助対象事業期間の最終期限である令和９年２月１日を超えないようにしてください。
　　 ・事業開始日は、補助金の交付決定日以降となります。事業開始日（交付決定日）とは、補助事業の始期であり、この日以降に支出した経費が補助金の交付対象となります。事業開始日より前に事業に着手することに問題はありませんが、事業開始日前に支出した経費は、原則、補助金の交付対象となりません。
・なお、交付決定日は、令和８年７月下旬を予定しています。

　３　確認事項
・「Society5.0関連分野」の詳細は、募集要領の１ページを参照してください。
 　・「宮崎県地域再生計画」、「社会的事業」の詳細は、募集要領の２ページを参照してください。
　 ・宮崎県よろず支援拠点コーディネーターによる助言、指導等の支援を受けていることが応募に当たっての必須条件です。支援を受けていない方は、下記により相談の予約をしてください。
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
宮崎県よろず支援拠点
　　　〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2
　　　　　　 　　公益財団法人宮崎県産業振興機構内
　 ０９８５－７４－０７８６
　　　　　　Web予約 https://yorozu-miyazaki.go.jp 

　４　事業の概要
・事業内容を簡潔に説明してください。起業する地域が抱える課題は何か。起業することによって、それらの課題がどのように解決、あるいは軽減されるのか。また、女性や若者にとっての魅力的な地域づくりに資することになるのか、といった点を２００字程度にまとめてください。
なお、地域が抱える課題をどのエリアで捉えるかは、起業される事業内容によって、宮崎県全体、あるいは起業する市町村など、適宜、判断してください。
・デジタル技術の活用は必須です。募集要領２ページのデジタル技術活用の例示を参考に、活用する技術を記載してください。

　５　補助金交付申請額
・様式第１号（別紙１）事業計画書の「４　申請事業の経費明細表」に計上する補助
対象経費の総額の２分の１以内で、記載されている上限額以内の金額(千円未満切り捨て)を記入してください。
・申請額は、「４　申請事業の経費明細表」の補助金交付申請額と同額となります。
　（ア）の金額は４－１（起業支援金）の補助金交付申請額と、（イ）の金額は４－２（県独自起業補助金）の補助金交付申請額と一致します。
・（ア）起業支援金の上限額は２００万円、（イ）県独自起業補助金の上限額は
１００万円、（ア）と（イ）の合計額の上限額は３００万円です。
　 合計額３００万円で申請される場合は、（ア）２００万円、（イ）１００万円
　 合計額２５０万円で申請される場合は、（ア）２００万円、（イ）５０万円
　 合計額２００万円以下で申請される場合は、（ア）２００万円以下の金額、（イ）０円となります。

６　添付書類
・（１）の書類は、全ての申請者に提出していただくものです。全ての書類を☑し、申請書に添付してください。
・住民票は、申請者本人のみの抄本となります。世帯員の謄本や本籍、続柄、マイナンバーの記載は不要です。
・県税の納税証明書とは、「宮崎県税」に未納がないことの証明書です。市町村の窓口で発行する市町村税の納税証明書ではありません。
・法人の場合でも、代表者個人の証明書です。法人の証明書は不要です。
・（２）は、提出する必要がある書類を☑し、申請書に添付してください。
・居住地に関する誓約事項（別紙４）は、申請時点で宮崎県内に居住していない場合に提出していただくもので、事業完了日までに県内に異動し、住民票（抄本）を提出していただくことになります。

様式第１号（別紙１）　事業計画書（ビジネスプランコンテスト開催事業）
　
１　申請者の概要　（１）申請者
　　・氏名（代表者氏名）には、必ず、ふりがなを記入してください。
　　・年齢は、令和８年４月１日現在の満年齢を記入してください。
・法人名は、令和８年４月１日以降に法人を設立されている場合は、その法人名を記入してください。法人設立を予定されている場合は、仮称「〇〇〇」、あるいは「未定」と記入してください。
・個人事業の方は、記入の必要はありません。
・法人番号は、「履歴事項全部証明書」に記載された番号になります。
・連絡先住所等は、審査結果や事務連絡等に使いますので、交付申請書の「交付決定通知等の書類の送付先」と同じです。電話番号は、携帯電話番号を記入してください。
ＦＡＸがない場合は、記入の必要はありません。Ｅ-mailは、日頃使っているアドレスを記入してください。
・本事業以外の事業経営経験は、事業を経営した経験がある、あるいは経営していたが既に事業はやめている方は、その事業を事業形態の中から選択し、事業内容に具体的に記入してください。
・職歴は、申請者の経験を補足する大切な要素（情報）となりますので、企業名や役職、業務内容、経験年数などを詳しく記入してください。
　
（２）実施形態
・開業・法人設立日（予定日）は、令和８年４月１日以降に開業又は法人を設立している場合は、その開業届出日又は設立日を記入してください。申請日時点で未開業、あるいは法人を設立されていない場合は、開業届又は法人設立の予定日を記入してください。この場合、令和９年２月１日までに開業届又は法人設立を行うことが補助金交付の必須要件になります。期限までに開業届出等ができない場合は、補　助金の交付を受けることはできませんので十分ご注意ください
・宮崎県内移転日（予定日）は、申請日時点で住所が県内にない場合(県外居住者)は、転入予定日を記入してください。この場合、令和９年２月１日までに県内に転入されない場合は、補助金の交付を受けることができません。
・事業実施地（予定地）は、番地やビル名など、できるだけ詳しく記入してください。未定の場合は、「〇〇市町村を予定」、あるいは「未定」と記入してください。事業実施地は、宮崎県内が必須条件です。
・主たる業種（日本標準産業分類中分類を記載）は、日本標準産業分類中分類表から選択して記入してください。
・資本金又は出資金、株主又は出資者数、役員数・従業員数は、法人を設立されている場合（予定を含む）に、記入してください。個人事業の場合は、②従業員、③パート・アルバイトのみ記入してください。

２　事業の具体的な内容
　・事業の具体的な内容は、②の「デジタル技術を活用した事業の具体的な内容」に記載していただくことになりますが、下記の記載する内容のポイント（要領第３条（定義）抜粋）を参考にしてください。
　　[記載する内容のポイント]
　　①　事業を行う地域社会が抱える課題の解決に資する事業であること＝「社会性」
　　②　提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること＝「事業性」
　　③　事業を行う地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと＝「必要性」
　　④　起業等をする者の生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること＝「デジタル技術の活用」
・⑤本事業に係る資金計画は、交付決定日以降の補助対象経費だけでなく、交付決定日以前を含めて、起業するに当たって必要となる全ての資金になります。また、申　請日時点で既にサービスあるいは商品の提供等の事業を開始されている場合は、補助事業期間終了までの運転資金を含みます。
　・設備資金、運転資金については、下記の表を参考に分類してください。
	 　　　 　　設備資金
	　　　運転資金

	事業用不動産取得、敷金・保証金、礼金、内外装等工事、機械装置、工具器具、備品　等

	人件費、店舗等借入費、商品・材料等の仕入、営業諸経費(旅費、広告宣伝費等)、インターネット関連経費、水道・光熱水費、その他経費　等


　　　　　　　　　　　　※　下線の経費は補助対象経費、下線なしは原則、対象外
　　・必要な資金に記入した設備資金、運転資金のうち、補助事業期間中の経費であって、補助対象経費に該当するものを、「４　申請事業の経費明細表」に記入することになります。
　　・補助金交付希望額は、様式第１号（第10条関係）の「５　補助金交付申請額」の合計額と同額となります。
　　・必要な資金の総計額と、調達の方法の総計額は、同額となります。
　　・金融機関からの借入金に該当がある場合は、【金融機関からの資金調達見込】の中から、該当する項目に☑します。
　　・申請される補助金について、交付決定を受けて、実際に申請者に支払われるのは、実績報告書を提出し、交付額の確定後となりますので、補助金が交付されるまでの間は、申請者において補助金相当額を手当てしていただく必要があります。
　　　このため、【補助金交付申請相当額の手当方法】に、手当方法ごとの金額を記載します。合計額は、補助金交付希望額と同額となります。
・事業スケジュール（５ヶ年間）は、個人事業又は法人の決算期に合わせてください。１年目は、開業する年度（令和８年度）です。
・売上・利益等の計画の積算根拠は、主に売上高の積算を記載してください。

３　ビジネスプランコンテストの受賞や他の補助金等の実績
　・今回の申請事業とは別に、過去にビジネスプランコンテストの受賞や他の補助金等の活用実績があれば、記載してください。
　
４　申請事業の経費明細表　
　・この経費明細表は、起業支援金（上限額２００万円）に係る明細表（４－１）と県独自起業補助金（上限額１００万円）に係る明細表（４－２）の２つに分かれており、補助対象経費の重複はできません。このため、補助金交付申請額が２００万円を超える場合は、４－１、４－２の両方を提出していただく必要がありますが、それぞれの経費は明確に区分していただく必要があります。
・費目は同じでも、対象物が違えば、どちらに計上されても構いませんが、例えば、見積額６００万円の一つの補助金対象物を、４－１に４００万円、４－２に２００万円と分けて計上することはできません。
・ただし、人件費の例では、Ａさんの人件費を４－１に、Ｂさんの人件費を４－２に、といった計上の仕方はできます。

４－１　起業支援金に係る申請事業の経費明細表
　　 ・この４－１の経費明細表は、様式第１号（第10条関係）の「５　補助金交付申請額」の（ア）（起業支援金）に係る経費の明細表です。
　　　（イ）（県独自起業補助金）に係る経費は、次の４－２に記入してください。
・事業計画に係る資金計画に記載の設備資金及び運転資金のうち、補助事業期間に補助対象経費とするものを経費区分、費目毎に記入してください。補助対象経費となる費目や補助対象要件については、募集要領を参照してください。金額は、全て税抜です。
・高額な物品購入や工事請負等契約に基づく経費については、できる限り積算根拠となる見積書等を添付してください。物品については、カタログのコピーやweb画面から印刷したもので構いません。
・（B）の補助金交付申請額は、（A）の合計額の１／２以内の額で、上限額は２００万円以内、かつ、５の補助金交付申請額の（ア）の金額と一致します。
・この経費明細表に基づき、補助対象経費を算出しますので、記載ミス、記載漏れ、計算間違いのないようにしてください。エクセルの様式には、計算式が入力してあります。
なお、申請後、当機構において補助対象経費としての適否など精査の結果、交付決定額が申請額より減額となる場合があります。

４－２　県独自起業補助金に係る申請事業の経費明細表
　   ・この４－２の経費明細表は、様式第１号（第10条関係）の「５　補助金交付申請
額」の（イ）（県独自起業補助金）に係る経費の明細表です。
　　  （ア）（起業支援金）に係る経費は、４－１に記入してください。
・（B）の補助金交付申請額は、（A）の合計額の１／２以内の額で、上限額は１００万円以内、かつ、５の補助金交付申請額の（イ）の金額と一致します。
・この経費明細表に基づき、補助対象経費を算出しますので、記載ミス、記載漏れ、
計算間違いのないようにしてください。エクセルの様式には、計算式が入力してあります。
なお、申請後、当機構において補助対象経費としての適否など精査の結果、交付決定額が申請額より減額となる場合があります。
・以下、４―１と同様です。




交付申請書（様式第２号）及び事業計画書（別紙１）の記入の仕方　

女性・若者応援！起業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書
（地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援事業）

はじめに
様式は、WordとExcelの２つがあります。どちらを使われても構いません。様式のスペースで不足する場合は、適宜広げてください。複数のページになっても構いませんが、様式の体裁とＡ４サイズは維持してください。また、他のソフトウエアを使って、独自に作成される場合も、様式の体裁にそってA４サイズで作成してください。
事業計画書では、イラストや画像、表、フロー図、グラフなどの活用も自由です。

様式第２号（第１０条関係）　補助金交付申請書（地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援事業）
　この様式第２号（第１０条関係）の申請書は、地域魅力度アップによる女性・若者の県
内定着応援事業（性別・年齢による制限なし）に応募される場合の申請書です。ビジネス
プランコンテスト開催事業（女性又は３５歳未満の若者）は、様式第１号（第１０条関
係）女性・若者応援！起業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書（ビジネスプランコン
テスト開催事業）を使ってください。
女性又は３５歳未満の方で、ビジネスプランコンテスト開催事業と地域魅力度アップに
よる女性・若者の県内定着応援事業の両方に応募される場合は、それぞれの申請書を提出
する必要があります。

右上の日付
・申請書を提出する募集の期間内の年月日を記入してください。

　〈申請者〉
・事業所所在地が未定の場合は、「〇〇市町村を予定」、あるいは「未定」と記入してください。
・事業者名は、法人であれば「法人名」、個人事業主であれば「屋号」を記入してください。法人名や屋号が未定の場合は、仮称「〇〇〇」、あるいは「未定」と記入してください。
・代表者は、個人事業主の場合は、氏名だけを記入してください。職名は不要です。

　１　連絡先
　　・FAX番号は、FAXがない場合は記入の必要はありません。
　　・メールアドレスは、必ず記入をお願いします。
　　・交付決定通知等の書類の送付先※３は、郵便物等が確実に届く、ご自宅等の所在地を記入してください。上記の事業所所在地と同じ場合は記入不要です。

　 ２　事業実施期間
　  ・事業完了予定日は、補助対象事業期間の最終期限である令和９年２月１日を超えないようにしてください。
　  ・事業開始日は、補助金の交付決定日からとなります。事業開始日（交付決定日）とは、補助事業の始期であり、この日以降に支出した経費が補助金の交付対象となります。事業開始日より前に事業に着手することに問題はありませんが、事業開始日前に支出した経費は、原則、補助金の交付対象となりません。
・なお、交付決定日は、令和８年８月上旬を予定しています。

３　確認事項
・「Society5.0関連分野」の詳細は、募集要領の１ページを参照してください。
  ・「宮崎県地域再生計画」、「社会的事業」の詳細は、募集要領の２ページを参照してください。
 ・宮崎県よろず支援拠点コーディネーターによる助言、指導等の支援を受けていることが応募に当たっての必須条件です。支援を受けていない方は、下記により相談の　予約をしてください。
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
宮崎県よろず支援拠点
　　　〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2
　　　　　　 　　公益財団法人宮崎県産業振興機構内
　 ０９８５－７４－０７８６
　　　　　　Web予約 https://yorozu-miyazaki.go.jp 

　４　事業の概要
・事業内容を簡潔に説明してください。起業する地域が抱える課題は何か、起業することによって、それらの課題がどのように解決、あるいは軽減されるのか、また、女性や若者にとっての魅力的な地域づくりに資することになるのか、といった点を２００字程度にまとめてください。
なお、地域が抱える課題をどのエリアで捉えるかは、起業される事業内容によって、宮崎県全体、起業する市町村など、適宜、判断してください。
・デジタル技術の活用は必須です。募集要領２ページのデジタル技術活用の例示を参考に、活用する技術を記載してください。

　５　補助金交付申請額
・様式第２号（別紙１）事業計画書の「４　申請事業の経費明細表」に計上する補助対象経費の総額の２分の１以内で、上限額（１００万円）以内の金額(千円未満切り捨て)を記入してください。
・申請額は、「４　申請事業の経費明細表」の補助金交付申請額と同額となります。

６　添付書類
・（１）の書類は、全ての申請者に提出していただくものです。全ての書類を☑し、申請書に添付してください。
・住民票は、申請者本人のみの抄本となります。世帯員の謄本や本籍、続柄、マイナンバーの記載は不要です。
・県税の納税証明書とは、「宮崎県税」に未納がないことの証明書です。市町村の窓口で発行する市町村税の納税証明書ではありません。
・法人の場合でも、代表者個人の証明書です。法人の証明書は不要です。
・（２）は、提出する必要がある書類を☑し、申請書に添付してください。
・居住地に関する誓約事項（別紙４）は、申請時点で宮崎県内に居住していない場合に提出していただくもので、事業完了日までに県内に異動し、住民票（抄本）を提出していただくことになります。

様式第２号（別紙１）　事業計画書（地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援
事業）
　　
１　申請者の概要　（１）申請者
　　・氏名（代表者氏名）には、必ず、ふりがなを記入してください。
　　・年齢は、令和８年４月１日現在の満年齢を記入してください。
・法人名は、令和８年４月１日以降に法人を設立されている場合は、その法人名を記入してください。法人設立を予定されている場合は、仮称「〇〇〇」、あるいは「未定」と記入してください。
・個人事業の方は、記入の必要はありません。
・法人番号は、「履歴事項全部証明書」に記載された番号になります。
・連絡先住所等は、審査結果や事務連絡等に使いますので、交付申請書の「交付決定通知等の書類の送付先」と同じです。電話番号は、携帯電話番号を記入してください。
ＦＡＸがない場合は、記入の必要はありません。Ｅ-mailは、日頃使っているアドレスを記入してください。
・本事業以外の事業経営経験は、事業を経営した経験がある、あるいは経営していたが既に事業はやめている方は、その事業を事業形態の中から選択し、事業内容に具体的に記入してください。
・職歴は、申請者の経験を補足する大切な要素（情報）となりますので、企業名や役職、業務内容、経験年数などを詳しく記入してください。
　

（２）実施形態
・開業・法人設立日（予定日）は、令和８年４月１日以降に開業又は法人を設立している場合は、その開業届出日又は設立日を記入してください。申請日時点で未開業、あるいは法人を設立されていない場合は、開業届又は法人設立の予定日を記入してください。この場合、令和９年２月１日までに開業届又は法人設立を行うことが補助金交付の必須要件になります。期限までに開業届出等ができない場合は、補助金の交付を受けることはできませんので十分ご注意ください
・宮崎県内移転日（予定日）は、申請日時点で住所が県内にない場合(県外居住者)は、転入予定日を記入してください。この場合、令和９年２月１日までに県内に転入されない場合は、補助金の交付を受けることができません。
・事業実施地（予定地）は、番地やビル名など、できるだけ詳しく記入してください。未定の場合は、「〇〇市町村を予定」、あるいは「未定」と記入してください。事業実施地は、宮崎県内が必須条件です。
・主たる業種（日本標準産業分類中分類を記載）は、日本標準産業分類中分類表から選択して記入してください。
・資本金又は出資金、株主又は出資者数、役員数・従業員数は、法人を設立されている場合（予定を含む）に、記入してください。個人事業の場合は、②従業員、③パート・アルバイトのみ記入してください。

２　事業の具体的な内容
　・事業の具体的な内容は、②の「デジタル技術を活用した事業の具体的な内容」に記載していただくことになりますが、下記の記載する内容のポイント（要領第３条（定義）抜粋）を参考にしてください。
　　[記載する内容のポイント]
　　①　事業を行う地域社会が抱える課題の解決に資する事業であること＝「社会性」
　　②　提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること＝「事業性」
　　③　事業を行う地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと＝「必要性」
　　④　起業等をする者の生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること＝「デジタル技術の活用」
　・①～④は、ビジネスプランコンテスト開催事業と共通。地域魅力度アップによる女
性・若者の県内定着応援事業では、「女性又は若者にとっての魅力的な地域づくりに
資するもの」という視点を加えてください。
・⑤本事業に係る資金計画は、交付決定日以降の補助対象経費だけでなく、交付決定日以前を含めて、起業するに当たって必要となる全ての資金になります。また、申請日時点で既にサービスあるいは商品の提供等の事業を開始されている場合は、補助事業期間終了までの運転資金を含みます。
　・設備資金、運転資金については、下記の表を参考に分類してください。
	 　　　 　　設備資金
	　　　運転資金

	事業用不動産取得、敷金・保証金、礼金、内外装等工事、機械装置、工具器具、備品　等

	人件費、店舗等借入費、商品・材料等の仕入、営業諸経費(旅費、広告宣伝費等)、インターネット関連経費、水道・光熱水費、その他経費　等


　　　　　　　　　　　　※　下線の経費は補助対象経費、下線なしは原則、対象外
　　・必要な資金に記入した設備資金、運転資金のうち、補助事業期間中の経費であって、補助対象経費に該当するものを、「４　申請事業の経費明細表」に記入することになります。
　　・補助金交付希望額は、様式第１号（第10条関係）の「５　補助金交付申請額」の合計額と同額となります。
　　・必要な資金の総計額と、調達の方法の総計額は、同額となります。
　　・金融機関からの借入金に該当がある場合は、【金融機関からの資金調達見込】の中から、該当する項目に☑します。
　　・申請される補助金について、交付決定を受けて、実際に申請者に支払われるのは、実績報告書を提出し、交付額の確定後となりますので、補助金が交付されるまでの間は、申請者において補助金相当額を手当てしていただく必要があります。
　　　このため、【補助金交付申請相当額の手当方法】に、手当方法ごとの金額を記載します。合計額は、補助金交付希望額と同額となります。
・事業スケジュール（５ヶ年間）は、個人事業又は法人の決算期に合わせてください。１年目は、開業する年度（令和８年度）です。
・売上・利益等の計画の積算根拠は、主に売上高の積算を記載してください。

３　ビジネスプランコンテストの受賞や他の補助金等の実績
　・今回の申請事業とは別に、過去にビジネスプランコンテストの受賞や他の補助金等の活用実績があれば、記載してください。

４　申請事業の経費明細表　
　　・事業計画に係る資金計画に記載の設備資金及び運転資金のうち、補助事業期間に補助対象経費とするものを経費区分、費目毎に記入してください。補助対象経費となる費目や補助対象要件については、募集要領を参照してください。金額は、全て税抜です。
・高額な物品購入や工事請負等契約に基づく経費については、できる限り積算根拠となる見積書等を添付してください。物品については、カタログのコピーやweb画面から印刷したもので構いません。
・（B）の補助金交付申請額は、（A）の合計額の１／２以内の額で、上限額は１００万円以内、かつ、５の補助金交付申請額の金額と一致します。
・この経費明細表に基づき、補助対象経費を算出しますので、記載ミス、記載漏れ、計算間違いのないようにしてください。エクセルの様式には、計算式が入力してあります。
なお、申請後、当機構において補助対象経費としての適否など精査の結果、交付決 定額が申請額より減額となる場合があります。
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